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和光市公園利活用のための検討業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 目的及び趣旨 

本要領は、和光市公園利活用のための検討業務委託について、価格のみならず、企画提案書、プレ

ゼンテーション、業務実施体制等の内容を総合的に評価し、本業務の目的を最も効果的に達成できる

事業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

２ 業務概要 

（１）業務名称 

和光市公園利活用のための検討業務委託 

（２）業務内容 

別紙「和光市公園利活用のための検討業務委託特記仕様書」のとおりとする。なお、特記仕様書内で

規定した業務の内容は、本業務に必要と思われる事項を示したものであり、特記仕様書に掲載のない事

項についての提案を妨げるものではない。 

（３）対象範囲 

本業務の対象は、市内に存する公園のうち、和光市又は和光市以外の公共機関が管理する公園とす

る。なお、民間事業者、マンション管理組合その他民間主体が管理する広場、空地、公開空地等につ

いては、本業務の対象に含めないものとする。 

このほか、和光市以外の公共機関が管理する公園に関する具体的な利活用方策、管理又は整備に関

する検討事項については、市が直接実施するものとしてではなく、必要に応じて当該公園を管理する

公共機関への要望又は協議事項として整理するものとする。 

（４）履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

本業務の主な実施スケジュールは、別紙１「業務スケジュール（案）」のとおりとする。 

ただし、当該スケジュールは現時点の想定であり、業務の進捗、市との協議、検討委員会の日程調整

等により変更が生じる場合がある。 

（５）委託料上限額 

５，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

（６）選定方法 

公募型プロポーザル方式 

（７）契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 
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（８）委託料の支払い 

委託料の支払いは、業務完了後、受託者からの請求に基づき支払うものとする。 

 

３ 実施スケジュール 

本プロポーザルは、次のスケジュールで実施する。なお、下記のスケジュールは都合により変更する

場合がある。変更が生じた場合は、適宜、和光市ホームページで案内する。 

内容 日程 

実施要領等の公表・配布 令和８年６月２６日（金） 

質問書提出期限 令和８年７月１日（水） 

質問に対する回答 令和８年７月３日（金） 

参加申込書等提出期限 令和８年７月７日（火）１６時まで 

参加資格確認結果及び企画提案書提出要請通知 令和８年７月１０日（金） 

企画提案書等提出期限 令和８年７月１７日（金）１６時まで 

審査（プレゼンテーション） 令和８年７月２７日（月） 

審査結果の通知 令和８年８月上旬予定 

契約締結 令和８年８月中旬予定 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、参加申込書提出時点において、次に掲げる要件をすべて満たす法 

人とする。なお、複数の事業者による共同提案は認めないものとする 

（１）本業務を確実に遂行する能力を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（３）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（４）会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生手続

開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手

続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第７７号）第 2 条第 2 号から第 6

号に該当する団体又は団体に所属するものではないこと。 

（６）過去２年間に手形交換所による取引停止処分を受けた者又は過去６か月以内に手形若しくは小切手

の不渡り事故を出した者でないこと。 

（７）下請代金の支払の遅延、特定資材等の購入の強制等、下請契約関係について不適当な行為をした者

でないこと。 
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（８）安全管理の改善に関する労働基準監督署等からの指導に対し改善を行わない状態が継続している者

又は当該状態が継続しており、労働基準局等から市に通報があった者でないこと。 

（９）過去５か年以内に、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が発注した、公園又は緑地に関する

内容を含む業務実績を有すること。 

なお、公園又は緑地に関する内容を含む業務とは、テクリス業務実績データにおいて、表－１に該

当するものとする。 

（1０）特記仕様書に定める管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置できること。 

（1１）管理技術者、照査技術者及び担当技術者は、それぞれ兼ねることはできない。 

 表－１ テクリス業務実績データ 

 

５ 質問及び回答 

本プロポーザルについて質問がある場合は、次のとおり質問票を提出すること。ただし、企画提案書 

等を作成する上で必要な事項に限る。なお、口頭又は電話による質問は受け付けない。 

（１）提出書類 質問票（様式１１） 

（２）提出期限 令和８年７月１日（水） 

（３）提出方法 電子メール 

（４）電子メールの件名 「和光市公園利活用のための検討業務委託プロポーザル質問（事業者名）」と

すること。 

（５）提出先 「１３ 問い合わせ先」に記載のメールアドレスのとおり 

（６）質問に対する回答 質問に対する回答は、一括して取りまとめ、令和８年７月３日（金）に和光市

ホームページに掲載する。なお、回答内容は、本実施要領、特記仕様書、審査基準書、様式集の追加

又は修正として取り扱うものとし、回答に対する再質問は認めない。 

 

６ 参加申込書及び企画提案書等の提出 
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本プロポーザルに参加する者は、本実施要領、特記仕様書、審査基準書、様式集の内容を十分に確認

した上で、以下の内容に留意して提出すること。 

（１）参加申込書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、次の書類を提出すること。 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 会社概要書（様式２） 

ウ 業務実績調書（様式３） 

過去５年以内に国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が発注し完了した業務のうち、公園

又は緑地に関する内容を含む業務実績を記載すること。 

業務実績ごとに、様式の記載項目に則り記載すること。市民、地域団体、学識経験者等を含む

検討委員会、協議会、ワークショップその他これらに類する会議体について、資料作成、進行補

助、議事録作成、意見整理、検討内容への運営支援を行った実績がある場合は、運営支援の有無

について該当する項目に〇をつけること。 

記載した業務の実績を証明できる契約書の写し、テクリス登録確認書、各業務実績の特記仕様

書及び業務内容が分かる書類を提出してください。 

なお、公園又は緑地に関する内容を含む業務とは、表－１テクリス業務実績データを参照する

こと。 

エ 業務実施体制（様式４） 

本業務の実施体制、管理技術者、照査技術者、担当技術者各担当者の役割分担を記載するこ

と。 

オ 配置予定技術者の経歴（様式５） 

配置予定技術者１名につき１枚作成すること。氏名、所属、雇用関係、保有資格、実務経験等

を記載すること。 

保有資格を記載した場合は、資格者証の写しを添付すること。また、配置予定技術者と提案者

との雇用関係を証明する書類の写しを添付すること。 

配置予定技術者ごとに、過去 10 か年以内に国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が発注

し完了した業務のうち、公園又は緑地に関する内容を含む業務実績を記載すること。 

業務実績ごとに、様式の記載項目に則り記載すること。市民、地域団体、学識経験者等を含む

検討委員会、協議会、ワークショップその他これらに類する会議体について、資料作成、進行補

助、議事録作成、意見整理、検討内容への運営支援に従事した実績がある場合は、運営支援の有

無について該当する項目に〇をつけること。 

記載した業務の実績を証明できる契約書の写し及び、テクリス完了登録、技術者実績確認書(業

務実績詳細)のいずれか、及び特記仕様書、業務内容が分かる書類のいずれかを提出してくださ

い。 
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なお、公園又は緑地に関する内容を含む業務とは、表－１テクリス業務実績データを参照する

こと。 

カ 参考見積書及び内訳書（様式８） 

委託料上限額の範囲内で作成すること。追加又は別途の経費が生じないよう見積額を提示する

こと。 

内訳書（任意様式）を添付すること。 

なお、学識経験者に係る費用については１０万円で見積もること。 

キ 誓約書（様式９） 

ク 納税証明書 

（１） 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）＜写し可＞ 

    ・税務署が発行したもので、申込日前３か月以内のものとする。 

（２） 法人市民税の納税証明書＜写し可＞ 

    ・申請する事業者が和光市内にある場合に提出すること。 

    ・直近１年分の納税証明で、申込日前３か月以内に交付されたものとする。 

（２）参加申込書等の提出期限 

令和８年７月７日（火）１６時まで 

（３）参加申込書等の提出方法 

郵送又は持参により提出すること。郵送の場合は、提出期限までに必着とし、配達完了が確認でき

る方法により提出すること。持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１６時までに提

出すること。 

提出書類は、書面で提出するほか、電子データを電子メールで提出すること。 

提出先は「１３ 問い合わせ先」のとおり 

 

（４）参加資格確認及び企画提案書提出者の選定 

市は、参加申込書等の提出があった者について、参加資格要件を満たしているかを確認する。 

参加資格要件を満たしている者が６者を超える場合は、「和光市公園利活用のための検討業務委託

審査基準書」に基づき、業務実施体制及び参考見積書に係る評価を行い、評価点の高い者から上位６

者を企画提案書等の提出対象者として選定する。 

なお、参加資格要件を満たしている者が６者以下の場合は、原則として、参加資格要件を満たす全

ての者を企画提案書等の提出対象者とする。 

上位６者の選定において、同点により順位の決定が必要となる場合は、参考見積額が低い者を上位

とする。 
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参考見積額も同額である場合は、提案事業者の業務実績評価点が高い者を上位とし、これも同点で

ある場合は、配置予定技術者の評価点が高い者を上位とする。 

さらに同点である場合は、業務実績調書に記載された業務実績件数が多い者を上位とする。 

これによっても順位が決定しない場合は、管理技術者に予定する者の類似業務経験件数が多い者を

上位とし、なお同数である場合は、検討委員会、協議会、審議会その他これらに類する会議体の運営

支援実績件数が多い者を上位とする。 

（５）参加資格確認結果及び企画提案書提出要請の通知 

市は、６ 参加申込書及び企画提案書等の提出（４）参加資格確認及び企画提案書提出者の選定を

踏まえ、企画提案書等の提出対象者となった者に対し、参加資格確認結果を通知する。 

参加資格要件を満たさないと判断した者には、その旨を通知し、当該者は本プロポーザルに参加す 

ることができないものとする。 

また、参加資格要件を満たしている者が６者を超える場合において、上位６者に選定されなかった

者には、その旨を通知し、当該者は企画提案書等を提出することができないものとする。 

企画提案書等の提出対象者として選定した者には、企画提案書等の提出を要請するとともに、令 

和８年７月１０日（金）までに、プレゼンテーションに係る日時、場所その他必要な事項を電子メー

ルにて通知するものとする。 

（６）企画提案書等の提出 

企画提案書等の提出対象者として通知を受けた者は、次の書類を提出すること。 

ア 提案書表紙（様式６） 

イ 企画提案書(様式６－１～６－５) 

ウ 工程計画表（様式７） 

（７）企画提案書の記載事項 

企画提案書には、特記仕様書及び審査基準書を踏まえ、次の事項について記載すること。テーマご

とにインデックスを貼付し、検索しやすくすること。 

ア 業務実施方針等 

イ 公園利活用のための市内公園に係る現況把握 

ウ 公園利活用方策案の作成 

エ 公園利活用検討委員会の運営支援 

オ 独自の提案事項 

（８）企画提案書の作成方法 

ア 用紙は原則としてＡ４判横向き、横書きとすること。 

イ 文字サイズは１０．５ポイント以上とすること。ただし、図表、注記、添付資料を除く。 

ウ 企画提案書は、表紙及び目次(Ａ４判横向き)を除き、１２ページ以内とすること。 
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エ 企画提案書の項目ごとのページ配分は自由とする。 

オ 必要に応じて、図表、地図、フロー図等を用い、分かりやすく記載すること。図表も含めて 

１２ページ以内に収めること。 

カ 副本には、提案者を特定できる名称、ロゴ、所在地、氏名その他の情報を記載しないこと。 

キ 企画提案書の各審査事項における独自の提案事項を記載する場合は、独自提案の部分に独自の

提案の範囲がわかるように表示をすること。また、独自の提案事項だけを１枚にまとめたものを

作成すること。 

（９）工程計画表の記載事項 

工程計画表には、契約締結から令和９年３月３１日までの業務工程を記載すること。特記仕様書６

委託する業務の内容を踏まえ作成すること。 

（10）企画提案書等の提出部数 

ア 正本 １部 

イ 副本 ９部 

ウ 電子データ １式 

（11）企画提案書等の提出期限 

令和８年７月１７日（金）１６時まで 

（12）企画提案書等の提出方法 

郵送又は持参により提出すること。郵送の場合は、提出期限までに必着とし、配達完了が確認でき

る方法により提出すること。持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から１６時まで

に提出すること。 

提出書類は、書面で提出するほか、電子データは、電子メール又は市が指定する方法により提出す

ること。 

提出先は「１３ 問い合わせ先」のとおり 

７ プレゼンテーションの実施 

（１）実施日 

令和８年７月２７日（月）。詳細な時間及び場所は、企画提案書等の提出対象者として選定した者

に別途通知する。 

（２）実施場所 

和光市役所内を予定する。 

（３）出席者 

プレゼンテーションに出席できる者は、１提案者につき３名以内とする。なお、管理技術者として

配置を予定する者を含めること。 
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（４）実施時間 

１提案者当たり３５分以内とし、準備５分以内、説明１０分以内、質疑応答１５分以内、片付け５

分以内とする。 

（５）注意事項 

ア プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づき実施すること。 

イ 企画提案内容を分かりやすく説明するものとし、提出後の追加提案や追加資料の配布は認めな

い。 

ウ プロジェクター及びスクリーン、HDMI ケーブルは本市が用意し、パソコン等その他に必要な

機器は出席者が用意すること。 

８ 審査及び選定方法 

（１）審査方法 

審査は、和光市公園利活用のための検討業務委託事業者選定委員会が、提出された企画提案書、プ

レゼンテーションを評価し、事務局が、業務実施体制、参考見積書等を評価した上で総合的に審査を

行う。 

（２）審査基準 

評価項目及び配点は、別紙「和光市公園利活用のための検討業務委託審査基準書」のとおりとす

る。 

（３）評価点 

受託候補者の選定に係る評価点は、企画提案、プレゼンテーション、業務実施体制及び参考見積書

により算定する。 

（４）参考見積の取扱い 

参考見積は、委託料上限額の範囲内で本業務の実施に必要な経費が適切に見積もられているかを確

認するとともに、審査基準書に定めるところにより評価する。 

（５）優先交渉権者の選定 

各提案者の企画提案内容等について、各選定委員が評価を行い、提案者ごとに選定委員評価点の平

均点を算出する。平均点に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点第２位を四捨五入し、小数点第

１位まで求めるものとする。 

当該平均点に、審査基準書に基づき事務局が評価する業務実施体制の評価点と参考見積の評価点の

合計を加えた点数を評価合計点とし、評価合計点が最も高い提案者を優先交渉権者とする。併せて、

評価合計点の順位に基づき、次点者を特定する。 
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ただし、最も高い評価合計点が評価合計点の満点の６割に満たない場合は、優先交渉権者として特

定せず、該当者なしとする。 

（６）同点の場合の取扱い 

評価点の合計が同点の場合は、審査基準書における「（２）公園利活用のための市内公園に係る現

況把握」及び「（３）公園利活用方策案の作成」の評価点の合計が高い者を上位とする。 

これも同点である場合は、「（１）業務実施方針等」の評価点が高い者を上位とする。 

さらに同点である場合は、「（４）公園利活用検討委員会の運営支援」の評価点が高い者を上位と 

する。 

これによっても順位が決定しない場合は、「６ 参加申込書等及び企画提案書等の提出」の（４） 

参加資格確認及び企画提案書提出者の選定」に定める同点の場合の取扱いの例により、上位者を決定

する。 

（７）審査結果の通知 

審査結果は、すべての提案者に対し、書面又は電子メールにより通知する。なお、審査結果に関す

る異議申立ては受け付けない。 

９ 失格事項 

提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）参加資格要件を満たさないことが判明した場合 

（２）提出期限までに必要書類が提出されなかった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）委託料上限額を超える見積額を提出した場合 

（５）審査の公平性を害する行為があった場合 

（６）選定委員又は関係職員に対し、本プロポーザルに関する不正な接触を行った場合 

（７）その他、本実施要領に違反し、市が失格とすることが適当であると認めた場合 

 

１０ 契約 

（１）仕様書等 

本業務の仕様については、別途「和光市公園利活用のための検討業務委託特記仕様書」に定める内 

容を標準とする。ただし、本業務の目的達成のため、優先交渉権者の提案内容に即し、和光市と優先

交渉権者との間で協議を行った上で仕様書を確定させることとする。 

（２）契約の締結 

優先交渉権者から見積書を徴し、当該見積書の金額が予定価格の範囲内である場合には、和光市契 
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  約規則（昭和４４年規則第１７号）の規定に基づき、随意契約を締結する。なお、優先交渉権者の決 

  定から契約締結までの間に、優先交渉権者が参加資格要件を満たさなくなったとき、その他契約の締 

結が不適当と認められたときは、次点の者と同様の協議を行う。 

 

１１ 提出書類の取扱い 

（１）提出書類は返却しない。 

（２）提出書類の作成、提出、プレゼンテーション等に要する費用は、すべて提案者の負担とする。 

（３）提出された企画提案書等は和光市公園利活用のための検討業務委託に係るプロポーザル実施のため

の資料であり、提出された企画提案書等に関する著作権等の主張は認めない。 

（４）提出期限後の提出書類の差替え、追加、訂正は原則として認めない。 

（５）提出書類は、本プロポーザル以外に使用しないが、和光市情報公開条例に基づく公文書として扱

う。 

（６）提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保護される第三者

の権利となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、

提案者が負うものとする。 

 

 

１２ その他留意事項 

（１）本プロポーザルへの参加により、市が公表又は提供した資料について知り得た事項を、本プロポー

ザル以外の目的で使用してはならない。 
（２）本業務の実施に当たっては、特記仕様書、契約書、本実施要領、審査基準書、質問に対する回答及

び企画提案書の内容を遵守すること。 

（３）参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退理由を記載した参加辞退届（様式１０）を提出するこ

と。 

（４） 審査経過及び結果に対する異議申し立て、問い合わせ等には一切応じない。 

 

１３ 問い合わせ先 

和光市 都市整備部 公園みどり課 

所在地：〒３５１－０１９２ 埼玉県和光市広沢１番５号 

電話：048-424-9132 

電子メール：e0700＠city.wako.lg.jp 



 
 
 







【主な議題】第２回を踏

まえた、次年度以降の実

施事項、スケジュールの

確認

【主な議題】

住民意向、現状課題を

踏まえた方策素案に対

する検討

【主な議題】第１回を踏

まえた方策案の検討、次

年度向けた実施事項・ス

ケジュールの検討
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